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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】運転者の視野異常を正確に推定することが可能
な推定装置および推定方法を提供する。
【解決手段】推定装置としての車両制御ユニット１００
は、車両１の運転者の視野範囲に関する情報に基づいて
、運転者が注意対象を視認できるか否かについて判定す
る判定部１２０と、判定部により運転者が注意対象を視
認できると判定した場合における運転者の運転動作に基
づいて運転者の視野異常を推定する推定部１３０と、運
転者に視野異常を報知する報知部１４０と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の運転者の視野範囲に関する情報に基づいて、前記運転者が注意対象を視認できる
か否かについて判定する判定部と、
　前記判定部により前記運転者が前記注意対象を視認できると判定した場合における前記
運転者の運転動作に基づいて前記運転者の視野異常を推定する推定部と、
　を備える推定装置。
【請求項２】
　前記運転者が前記注意対象を視認できると判定された後、前記運転者が前記注意対象に
対する注意動作を行わない場合の回数に応じて、前記推定部は、前記視野異常を推定する
、
　請求項１に記載の推定装置。
【請求項３】
　前記推定部は、前記注意動作を行わない回数を、前記運転者が前記注意動作を行うタイ
ミングに応じて点数化して、点数化したスコアに応じて前記視野異常を推定する、
　請求項２に記載の推定装置。
【請求項４】
　前記運転者に前記視野異常を報知する報知部を備える、
　請求項１～３の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項５】
　前記注意対象は、歩行者、自転車、他車両および信号機の少なくとも１つである、
　請求項１～４の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項６】
　前記運転者の運転動作に基づいて前記車両の制御を行う制御部を備え、
　前記推定部は、前記制御部に入力される前記運転動作に関する情報に基づいて、前記視
野異常を推定する、
　請求項１～５の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記運転者が前記注意対象を視認できると判定された後における、前記
運転動作に関する情報の入力に応じて前記車両の動作を制御する、
　請求項６に記載の推定装置。
【請求項８】
　前記視野範囲内における前記視野異常がある部分に前記注意対象が存在する場合、前記
運転者に対して注意喚起を行う注意喚起部を備える、
　請求項１～７の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項９】
　前記推定部は、前記運転者における前記車両の走行ルートおよび前記車両の走行環境の
少なくとも１つに基づいて、前記視野異常の推定結果を調整する、
　請求項１～８の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項１０】
　前記推定部は、前記運転者による運転時間に応じて前記視野異常の推定結果を調整する
、
　請求項１～９の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項１１】
　前記推定部は、地図情報に応じて前記視野異常の推定結果を調整する、
　請求項１～１０の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項１２】
　前記判定部は、前記車両のデータに基づいて、前記視野範囲を調整する、
　請求項１～１１の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項１３】
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　前記運転者を特定する特定部を備える、
　前記推定部は、前記特定部の特定結果に基づいて前記視野異常を推定する、
　請求項１～１２の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項１４】
　前記視野異常の推定結果に基づいて、前記車両の安全装置の動作指令を出力する動作指
令部を備える、
　請求項１～１３の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項１５】
　表示媒体に所定の画像を表示させる表示出力部に表示指令を出力する表示指令出力部を
備え、
　前記表示指令出力部は、前記視野範囲における前記視野異常がない部分に、前記視野異
常がある部分に存在する注意対象を表示させる表示指令を前記表示出力部に出力する、
　請求項１～１４の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項１６】
　前記表示媒体は、前記車両のフロントガラス、サイドミラーおよびバックミラーの少な
くとも１つである、
　請求項１５に記載の推定装置。
【請求項１７】
　前記推定部は、前記運転者の周囲で発生する音における前記運転者の反応に応じて、前
記運転者の聴覚異常の程度を推定する、
　請求項１～１６の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項１８】
　車両の運転者の視野異常を推定する推定方法であって、
　前記運転者の視野範囲に関する情報に基づいて、前記運転者が注意対象を視認できるか
否かについて判定し、
　前記運転者が前記注意対象を視認できると判定した場合における前記運転者の運転動作
に基づいて前記運転者の視野異常を推定する推定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、推定装置および推定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両の運転者の視野範囲を推定可能な装置が知られている。例えば、特許文献１
には、車両が交差点を右折する際における運転者の視野範囲を推定し、当該視野範囲外に
歩行者等が存在する場合、運転者に注意喚起を行う構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１４６１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年における高齢者の人口増加に伴い、運転者人口においても高齢者の割合
が年々増加している。そのため、高齢化に基づく目の病気（例えば、白内障等）に起因し
て、通常の視野範囲の中で視認しにくい範囲（視野異常）が存在する運転者の割合も増加
することが考えられる。
【０００５】
　しかしながら、このような運転者においては、上記の視野異常の存在を意識せずに日常
生活を送れるので、自身の視野異常を認識していない可能性がある。そのため、上記の運
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転者の運転動作中において、注意すべき対象である注意対象（対向車や歩行者等）の位置
が刻々と変化する状況下、視野異常に起因して、運転者が注意対象の接近に気付くのが遅
れる可能性が高まるおそれがあった。
【０００６】
　本開示の目的は、運転者の視野異常を正確に推定することが可能な推定装置および推定
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示に係る推定装置は、
　車両の運転者の視野範囲に関する情報に基づいて、前記運転者が注意対象を視認できる
か否かについて判定する判定部と、
　前記判定部により前記運転者が前記注意対象を視認できると判定した場合における前記
運転者の運転動作に基づいて前記運転者の視野異常を推定する推定部と、
　を備える。
【０００８】
　本開示に係る推定方法は、
　車両の運転者の視野異常を推定する推定方法であって、
　前記運転者の視野範囲に関する情報に基づいて、前記運転者が注意対象を視認できるか
否かについて判定し、
　前記運転者が前記注意対象を視認できると判定した場合における前記運転者の運転動作
に基づいて前記運転者の視野異常を推定する。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示によれば、運転者の視野異常を正確に推定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の実施の形態に係る車両制御ユニットが適用された車両の構成例を示すブ
ロック図である。
【図２】視野範囲と注意対象との関係性の一例を説明するための図である。
【図３】視野範囲と注意対象との関係性の一例を説明するための図である。
【図４】視野範囲と注意対象との関係性の一例を説明するための図である。
【図５】車両制御ユニットにおける推定制御の動作例を示すフローチャートである。
【図６】複数の領域に分割した視野範囲と注意対象との関係性の一例を説明するための図
である。
【図７】Ａ地点における視野範囲と注意対象との関係性の一例を説明するための図である
。
【図８】Ｂ地点における視野範囲と注意対象との関係性の一例を説明するための図である
。
【図９】視野範囲の調整の一例を説明するための図である。
【図１０】視野範囲の調整の一例を説明するための図である。
【図１１】認証装置を有する車両の構成例を示すブロック図である。
【図１２】安全装置を有する車両の構成例を示すブロック図である。
【図１３】表示出力装置を有する車両の構成例を示すブロック図である。
【図１４】表示出力装置の表示出力例を示す図である。
【図１５】集音装置を有する車両の構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本開示の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図１は、本開示の実施の
形態に係る推定装置が適用された車両１の構成例を示すブロック図である。
【００１２】
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　図１に示すように、車両１は、視野検出装置１０と、注意対象検出装置２０と、報知装
置３０と、車両制御ユニット１００とを有する。
【００１３】
　視野検出装置１０は、例えばドライビングモニター等であり、運転者の視野範囲の情報
を検出する。視野検出装置１０は、運転時における運転者の体動を検出することにより、
運転者の視野範囲（例えば、図２に示す視野範囲Ｒ）の情報を検出する。なお、視野検出
装置１０による視線検出は、上記の他、公知技術により行われ得る。
【００１４】
　注意対象検出装置２０は、例えばカメラ、レーダであり、車両１の周囲に位置する注意
対象を検出する。注意対象は、車両１の運転者が運転動作時において注意すべき対象であ
り、例えば、歩行者、自転車、他車両および信号機の少なくとも１つである。
【００１５】
　報知装置３０は、例えばカーナビゲーション装置や、インフォテインメント装置等の車
載装置であり、後述する報知部１４０からの報知指令に基づく表示出力または音声出力を
行うことで、運転者に視野異常を報知する。
【００１６】
　車両制御ユニット１００は、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ
（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）および入出力回路を備えている
。車両制御ユニット１００は、走行制御部１１０と、判定部１２０と、推定部１３０と、
報知部１４０とを有する。車両制御ユニット１００は、本開示の「推定装置」に対応する
。
【００１７】
　走行制御部１１０は、運転者の運転動作に関する情報に基づいて車両１の走行を制御す
る。運転者の運転動作には、例えば、アクセルペダルの操作、ブレーキペダルの操作、ハ
ンドル操作等、車両１の運転操作に係る動作の他、方向指示器、警音器等、他の車載装置
の操作に係る動作が含まれる。走行制御部１１０は、本開示の「制御部」に対応する。
【００１８】
　判定部１２０は、運転者の視野範囲の情報に基づいて、運転者が注意対象を視認できる
か否かについて判定する。視野範囲の情報は、視野検出装置１０によって検出される運転
者の視野範囲の情報である。車両１の周囲の注意対象は、注意対象検出装置２０によって
検出される注意対象の情報である。
【００１９】
　また、「運転者が注意対象を視認できる」とは、例えば上記の運転者の視野範囲に注意
対象が存在することであり、「運転者が注意対象を視認できない」とは、例えば上記の運
転者の視野範囲に注意対象が存在しないことである。
【００２０】
　判定部１２０は、運転者の視野範囲外に注意対象が存在する場合、運転者が注意対象を
視認できないと判定する。例えば、図２に示すように、反対車線の歩道に位置する歩行者
Ａ１が視野範囲Ｒの外側である場合、運転者が注意対象（歩行者Ａ１）を視認できないと
判定する。図２等には、運転者側から見たフロントガラス１Ａが示されている。
【００２１】
　なお、判定部１２０が、運転者が注意対象を視認できないと判定した場合において、注
意対象が視野範囲Ｒの内側に接近するときや、注意対象が視野範囲Ｒの外側であっても、
車両１に比較的近い位置に位置するときがある。この場合、車両制御ユニット１００は、
安全走行の観点から、車両１の走行制御または運転者に対する注意喚起に関する制御を、
例えば、公知の方法により行う。
【００２２】
　また、判定部１２０は、運転者の視野範囲内に注意対象が存在する場合、運転者が注意
対象を視認できると判定する。例えば、車両１の前方に位置する他車両Ａ２が視野範囲Ｒ
の内側である場合、運転者が注意対象（他車両Ａ２）を視認できると判定する。
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【００２３】
　推定部１３０は、判定部１２０により運転者が注意対象を視認できると判定した場合に
おける運転者の運転動作に基づいて、運転者の視野異常を推定する。具体的には、推定部
１３０は、運転者が注意対象を視認できると判定された後、その注意対象に近づくまでの
所定時間の間に、運転者が注意対象に対する注意動作を行わない場合、注意動作を行わな
い回数をカウントアップする。推定部１３０は、走行制御部１１０に入力される運転動作
に関する情報に基づいて、注意動作を行わないか否かについて判断する。
【００２４】
　注意動作としては、注意対象が歩行者、自転車、他車両である場合、例えば、車両１の
走行速度を緩める、車両１を停止する、車両１を徐行させる、注意対象から離れるように
車両１を走行させる、警音器を鳴らす等、車両１と注意対象とが接触することを回避する
ための運転動作である。
【００２５】
　また、注意動作としては、注意対象が信号機である場合、信号機が赤を表示している際
に車両１を停止する動作等、信号機に従った車両１の安全走行に関する運転動作である。
【００２６】
　所定時間は、注意対象の種類、注意対象が視野範囲内に存在する時間、注意対象に接近
するまでの車両１の相対速度、注意対象と車両１との距離等に応じて適宜変更可能な時間
である。
【００２７】
　例えば、車両１が、視野範囲Ｒの内側に位置する他車両Ａ２との車間距離を適正に維持
したまま走行している場合、推定部１３０は、運転者が注意動作を行っていると判断して
、注意動作を行わない回数をカウントしない。
【００２８】
　また、図３に示すように、運転者が前方を横切ろうとする歩行者Ａ３を視認できると判
定されてから所定時間の間、車両１が速度を緩めることなく走行した場合、推定部１３０
は、運転者が注意動作を行っていないと判断して、注意動作を行わない回数をカウントア
ップする。
【００２９】
　また、図４に示すように、運転者が赤信号を表示した信号機Ａ４を視認できると判定さ
れてから所定時間の間、車両１が速度を緩めることなく走行した場合、推定部１３０は、
運転者が注意動作を行っていないと判断して、注意動作を行わない回数をカウントアップ
する。
【００３０】
　そして、推定部１３０は、運転者が注意動作を行わない場合の回数に応じて視野異常を
推定する。推定部１３０は、運転者が注意動作を行わない回数が所定回数に到達した場合
、当該運転者が視野異常であると推定する。所定回数は、視野異常の可能性が比較的高い
と判断され得る回数であり、ユーザー（運転者等）の年齢、ユーザーの視野異常に関する
情報（病院からの診断結果等）、車両１の走行時間等に応じて適宜設定可能である。
【００３１】
　このようにすることで、運転者の視野異常を正確に推定することができる。
【００３２】
　報知部１４０は、運転者が注意動作を行わない回数に応じて、運転者に視野異常を報知
するための報知指令を報知装置３０に出力する。報知指令が入力されると、報知装置３０
は、「あなたは視野異常の傾向があります」や、「視野異常の検査をしてください」等の
音声出力や表示をすることにより、運転者に視野異常を報知する。
【００３３】
　これにより、視野異常の有無を運転者に伝えることができるので、運転者が自身に視野
異常があることを認識することができる。
【００３４】
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　また、報知部１４０は、判定部１２０により運転者が注意対象を視認できると判定され
た場合において、視野異常を有すると推定された運転者に対して注意喚起に関する指令を
報知装置３０に出力する。当該指令が入力されると、報知装置３０は、「前方の注意対象
に注意してください」等の音声出力や表示をすることにより、運転者に対して注意喚起を
行う。報知部１４０は、本開示の「注意喚起部」に対応する。
【００３５】
　これにより、視野異常を有すると推定された運転者に、注意対象を気付かせやすくする
ことができる。
【００３６】
　また、走行制御部１１０は、運転者が注意対象を視認できると判定されてからの、運転
動作に関する情報の入力に応じて、車両１の走行を制御する。例えば、走行制御部１１０
は、上記の所定時間が経過した後も、当該入力がない場合、車両１の速度を緩める等の走
行制御を行う。
【００３７】
　これにより、運転者が注意対象に気付いていなくても、車両１における安全機能を担保
することができる。
【００３８】
　以上のように構成された車両制御ユニット１００における推定制御の動作例について説
明する。図５は、車両制御ユニット１００における推定制御の動作例を示すフローチャー
トである。図５における処理は、例えば、車両が走行を開始した際に適宜実行される。
【００３９】
　図５に示すように、車両制御ユニット１００は、視野範囲の情報を取得する（ステップ
Ｓ１０１）。視野範囲の情報を取得後、車両制御ユニット１００は、注意対象の情報を取
得する（ステップＳ１０２）。
【００４０】
　次に、車両制御ユニット１００は、運転者が注意対象を視認できるか否かについて判定
する（ステップＳ１０３）。判定の結果、注意対象を視認できない場合（ステップＳ１０
３、ＮＯ）、本制御は終了する。なお、この場合、安全走行の観点に基づく制御が必要に
応じて別途行われる。
【００４１】
　一方、注意対象を視認できる場合（ステップＳ１０３、ＹＥＳ）、車両制御ユニット１
００は、運転者の注意対象に対する注意動作がないか否かについて判定する（ステップＳ
１０４）。
【００４２】
　判定の結果、運転者の注意動作があった場合（ステップＳ１０４、ＮＯ）、本制御は終
了する。なお、この場合、安全走行の観点に基づく制御が必要に応じ別途行われる。
【００４３】
　一方、運転者の注意動作がない場合（ステップＳ１０４、ＹＥＳ）、車両制御ユニット
１００は、注意動作を行わない回数（カウント数）をカウントアップする（ステップＳ１
０５）。
【００４４】
　次に、車両制御ユニット１００は、カウント数が所定回数以上であるか否かについて判
定する（ステップＳ１０６）。判定の結果、カウント数が所定回数未満である場合（ステ
ップＳ１０６、ＮＯ）、処理はステップＳ１０１に戻る。なお、視野範囲に変化がない場
合、処理はステップＳ１０２に戻っても良い。
【００４５】
　一方、カウント数が所定回数以上である場合（ステップＳ１０６、ＹＥＳ）、車両制御
ユニット１００は、運転者に視野異常を報知する（ステップＳ１０７）。ステップＳ１０
７の後、本制御は終了する。
【００４６】
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　以上のように構成された本実施の形態によれば、運転者の運転動作に基づいて運転者の
視野異常を推定する。具体的には、運転者が注意対象を視認できると判定されてから所定
時間経過するまでの間に注意対象に対する注意動作を行わない回数に応じて運転者の視野
異常を推定する。その結果、視野異常である可能性がある程度高いと判断可能なタイミン
グで視野異常の有無を推定することができるので、運転者の視野異常を正確に推定するこ
とができる。
【００４７】
　また、視野異常を運転者に報知するので、自身が視野異常であることを運転者が認識す
ることができる。その結果、運転者がより慎重な走行に注力させることができ、また、運
転者に視野異常に係る通院を喚起することができる。
【００４８】
　なお、上記実施の形態では、視野範囲全体において視野異常を推定していたが、運転者
の中には、視野範囲における特定の部分のみが見えにくい運転者も存在する。そのため、
推定部１３０は、図６に示すように、視野範囲Ｒを複数の領域に分割するようにしても良
い。そして、推定部１３０は、各領域において注意対象に対する注意動作を行わない回数
をカウントし、領域毎に視野異常を推定しても良い。
【００４９】
　複数の領域は、例えば、視野範囲Ｒの中心に対して右上の領域である第１領域Ｒ１と、
当該中心に対して右下の領域である第２領域Ｒ２と、当該中心に対して左下の領域である
第３領域Ｒ３と、当該中心に対して左上の領域である第４領域Ｒ４とを有する。
【００５０】
　例えば、第４領域Ｒ４における注意対象（例えば、信号機Ａ５）注意動作を行わない回
数が、他の領域と比較して、突出して多い場合、推定部１３０は、第４領域Ｒ４に視野異
常があると推定し、他の領域に視野異常がないと推定する。
【００５１】
　このようにすることで、運転者が特に見えにくい領域を特定することができ、ひいては
視野異常を正確に推定することができる。
【００５２】
　また、このように領域毎に視野異常を推定することで、例えば、報知部１４０は、視野
異常を有する領域のみで、上記の注意喚起に関する指令を出力することができる。その結
果、視野異常を有する領域における注意喚起の精度を向上させることができる。
【００５３】
　また、上記実施の形態では、車両１が走行する度に注意動作を行わない回数をカウント
していたが、運転者の中には、同一の走行ルートを通る頻度が多い運転者も存在する。例
えば、当該走行ルートにおける、Ａ地点では左側（第４領域Ｒ４）に信号機Ａ５が位置し
（図７参照）、Ｂ地点では右側（第１領域Ｒ１）に信号機Ａ６が位置しているとする（図
８参照）。
【００５４】
　この場合、右側の領域における、注意動作を行わない回数が多くなっており、推定部１
３０により視野異常であると推定されていない運転者の場合、Ａ地点では、信号機Ａ５に
対して注意動作を行わない回数がほとんどないのに対し、Ｂ地点では、信号機Ａ６に対し
て注意動作を行わない回数が多くなると考えられる。つまり、同一の走行ルートを通る頻
度が多い運転者の場合、Ｂ地点での当該回数が多くなることから、右側の領域（例えば、
第１領域Ｒ１）に視野異常があることを早期に判断しても良いと考えられる。
【００５５】
　そのため、推定部１３０は、運転者における車両１の走行ルートに基づいて、視野異常
の推定結果を調整する。
【００５６】
　走行ルートの情報は、車両に搭載される図示しない記憶部に記憶された地図情報や、カ
ーナビゲーション装置、ＧＰＳ（Global Positioning System）モジュールからの車両位
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置情報等によって得られる情報である。
【００５７】
　例えば、推定部１３０は、同一の走行ルートを車両１が通る場合におけるカウント数（
注意動作を行わない回数）に重み付けを付与する。具体的には、例えばＢ地点の注意対象
に対して注意動作を行わない場合、推定部１３０は、カウントアップする数を２倍にする
。こうすることで、同一地点において注意動作を行わない注意対象の位置に基づいて、視
野異常を早期に推定することができる。
【００５８】
　また、気象条件や運転の時間帯によって、視野範囲内の見えやすさが変わる運転者も存
在する。気象条件の情報および時間帯の情報は、例えばカーナビゲーション装置等から得
られる情報である。
【００５９】
　例えば、気象条件が曇りの際には、視野範囲の右側の領域が見えにくくなる運転者がい
たとする。この場合、視野異常が右側の領域である運転者の場合、気象条件が晴れの際に
は、注意動作を行わない回数がほとんどないのに対し、気象条件が曇りの際には、視野範
囲の右側の領域に存在する注意対象に対して注意動作を行わない回数が多くなると考えら
れる。つまり、気象条件が曇りの際に視野範囲の右側の領域が見えにくくなる運転者の場
合、気象条件が曇りの際に当該回数が多くなることから、右側の領域に視野異常があるこ
とを早期に判断しても良いと考えられる。
【００６０】
　そのため、推定部１３０は、車両１の走行環境に基づいて、視野異常の推定結果を調整
する。例えば、推定部１３０は、気象条件が曇りの場合におけるカウント数に重み付けを
付与する。具体的には、気象条件が曇りの際に、視野範囲の右側の領域に存在する注意対
象に対して注意動作を行わない場合、カウントアップする数を２倍にする。こうすること
で、走行環境の変化に基づいて、視野異常を早期に推定することができる。
【００６１】
　また、例えば、時間帯が夕方付近である場合、西日が差し込むことに起因して運転者が
前方を見にくくなることがある。この場合において、視野範囲内に注意対象が存在してい
ても、運転者が見えにくくなっている可能性がある。この場合は、視野異常がないにも関
わらず、視野異常と誤推定されてしまう可能性がある。
【００６２】
　そのため、この場合、推定部１３０は、運転者が当該注意対象に対して注意動作を行わ
ない場合、カウントアップしない。こうすることで、視野異常の推定精度を向上させるこ
とができる。
【００６３】
　また、上記実施の形態では、運転者による運転時間に応じて視野異常の推定結果を調整
しても良い。運転時間が増えてくると、それに応じて、注意動作を行わないと判断された
回数（カウント数）も増えてくる。そのカウント数の中には、単なる不注意によるもの等
、視野異常に起因しないものも含まれるので、当該カウント数が運転時間の増大に伴い増
加していくと、視野異常の判断の基準となる閾値を超えて、視野異常ではないのに視野異
常であると推定する可能性がある。
【００６４】
　そこで、推定部１３０は、運転者による運転時間に応じて視野異常の推定結果を調整す
る。
【００６５】
　例えば、推定部１３０は、運転者による運転時間が所定運転時間に到達した場合、カウ
ント数を１つ減少させる。こうすることで、運転時間の増大に起因する視野異常を誤推定
することを抑制することができ、ひいては視野異常の推定精度を向上させることができる
。
【００６６】
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　また、単に運転者の視野異常が進行することにより、カウント数が増えていくことも考
えられるので、推定部１３０は、所定運転時間毎の、カウント数の増加率等に基づいて、
カウント数を減少させるか否かについて判断しても良い。具体的には、推定部１３０は、
最新の第１所定運転時間における、カウント数の増加率が、その前の第２所定運転時間に
おける、カウント数の増加率以上となっている場合、視野異常が進行しているとして、カ
ウント数を減少させないと判断する。
【００６７】
　また、推定部１３０は、地図情報に応じて視野異常の推定結果を調整しても良い。地図
情報は、車両に搭載される図示しない記憶部に記憶された情報や、外部から得られる情報
である。
【００６８】
　車両１が走行する地域（例えば都会や田舎）によっては信号機の数も異なるので、信号
機の数が少ない地域では、必然的に上記のカウント数が増える頻度が減少する。そのため
、視野異常を有する運転者によっては、視野異常と推定されるタイミングが遅れてしまう
可能性がある。
【００６９】
　そこで、推定部１３０は、地図情報に応じて視野異常の推定結果を調整する。例えば、
推定部１３０は、信号機の少ない地域ではカウントアップする数を２倍にする。こうする
ことで、車両１が走行する地域によって、運転者が視野異常と推定されるタイミングが遅
れることを抑制することができる。
【００７０】
　また、上記実施の形態では、車両１のデータについては言及されていなかったが、例え
ば、大型車両と小型車両とでは、運転者の見え方が変わるので、視野範囲が変わってくる
ものと考えられる。中型車両で得られた視野範囲のデータを大型車両または小型車両に適
用した場合、運転者の視線方向が変化して、当該データに係る視野範囲と、運転者自身の
視野範囲とがずれると考えられる。
【００７１】
　そのため、判定部１２０は、車両１のデータに基づいて視野範囲の調整を行うようにし
ても良い。例えば、大型車両の場合、運転者の視線が中型車両よりも下向きになるので、
図９に示すように、判定部１２０は、視野範囲Ｒを下にシフトさせて判定を行う。
【００７２】
　また、小型車両の場合、運転者の視線が中型車両よりも上向きになるので、図１０に示
すように、判定部１２０は、視野範囲Ｒを上にシフトさせて判定を行う。
【００７３】
　このようにすることで、車両１の種類に起因して視野範囲がずれることによる視野異常
の誤推定を抑制することができ、ひいては視野異常の推定精度を向上させることができる
。
【００７４】
　また、上記においては、運転者が同一の場合を前提としていたが、運転者によっては、
視野範囲が異なり、また、見えにくい領域も異なってくる。そのため、複数の運転者によ
って運転される車両１においては、運転者毎に視野範囲および、注意動作をしない回数を
区別しておく必要がある。
【００７５】
　そのため、図１１に示すように、車両制御ユニット１００は、図１の構成に加えて、特
定部１５０を有する。特定部１５０は、車両１に設けられる認証装置４０から運転者の情
報を取得する。認証装置４０は、例えばドライビングモニター等であり、運転者を認証可
能な装置である。認証装置４０は、運転者を顔認証で認証しても良いし、運転者によって
入力された運転者情報に基づいて運転者を認証しても良い。
【００７６】
　特定部１５０は、運転者の情報に基づいて運転者を特定する。そして、推定部１３０は
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、特定部１５０の特定結果に基づいて、視野範囲の程度を推定する。なお、特定部１５０
に特定される運転者に対応する視野範囲、注意動作をしない回数の情報は、記憶部等に記
憶されている。
【００７７】
　これにより、運転者が異なることによる、視野異常の誤推定を抑制することができ、ひ
いては視野異常の推定精度を向上させることができる。
【００７８】
　また、上記実施の形態では、走行制御部１１０が走行制御を行うことで、安全機能を担
保していたが、図１２に示すように、車両１に設けられる安全装置５０を機能させても良
い。安全装置５０は、自動ブレーキ等、公知の装置を用いることができる。
【００７９】
　そして、走行制御部１１０は、視野異常を有すると推定された運転者が車両１を運転す
る場合、安全装置５０の動作指令を出力するように制御しても良い。走行制御部１１０は
、本開示の「動作指令出力部」に対応する。
【００８０】
　これにより、視野異常を有すると推定された運転者が車両１を運転する場合においても
、車両１における安全機能を担保することができる。
【００８１】
　また、車両１が、図１３に示すように、フロントガラス１Ａ等の表示媒体に所定の画像
を表示させるヘッドアップディスプレイ装置等の表示出力装置６０を有する場合、車両制
御ユニット１００は、図１に示す構成に加えて、表示指令部１６０を有していても良い。
【００８２】
　表示指令部１６０は、視野範囲における視野異常がない領域に、視野異常がある領域に
存在する注意対象に係る画像を表示させる表示指令を表示出力装置６０に出力する。例え
ば、図１４に示すように、表示指令部１６０は、運転者の視野範囲Ｒにおける第１領域Ｒ
１が視野異常である場合、第１領域Ｒ１に位置する信号機Ａ６に係る画像Ａ７を、視野異
常がない第４領域Ｒ４に表示させる表示指令を表示出力装置６０に出力する。
【００８３】
　表示出力装置６０は、表示指令を取得した場合、当該表示指令に基づく表示をフロント
ガラス１Ａにおける視野範囲Ｒの第４領域Ｒ４に表示する。図１４における画像Ａ７は、
信号機Ａ６そのものを示した画像である。なお、表示出力装置６０によって出力される画
像は、文字等や他の画像等、視野異常の領域に位置する注意対象を運転者が理解できるも
のである限り、どのようなものであっても良い。また、表示媒体は、フロントガラスの他
、サイドミラーやバックミラーでも良く、フロントガラス、サイドミラーおよびバックミ
ラーの２つ以上であっても良い。
【００８４】
　こうすることで、視野異常がある運転者が、見えていない注意対象を確認することがで
きるので、車両１の安全運転に寄与することができる。
【００８５】
　また、視野異常に加えて聴覚異常を有する運転者にとっては、車両１外部から他車両の
警音器の音や、車両１内部における音声案内等を認識できない可能性がある。
【００８６】
　そのため、推定部１３０は、運転者の周囲で発生する音における運転者の反応に応じて
、運転者の聴覚異常の程度を推定するようにしても良い。
【００８７】
　運転者の周囲で発生する音は、例えば図１５に示すように、車両１に設けられるマイク
等の集音装置７０によって集音される。集音装置７０によって集音された音に対して運転
者が注意動作を行わない回数を推定部１３０がカウントして、当該回数に応じて運転者の
聴覚以上の程度を推定する。
【００８８】



(12) JP 2021-144505 A 2021.9.24

10

20

30

40

50

　このようにすることで、視野異常に加えて聴覚異常の程度を推定することができる。
【００８９】
　また、上記における各形態（図１、図１１、図１２、図１３、図１５に示す形態）の各
構成においては必要に応じて適宜組み合わせて構成することが可能である。
【００９０】
　また、上記実施の形態では、視野異常の有無を推定していたが、本開示はこれに限定さ
れず、視野異常をレベル別に推定しても良い。例えば、推定部１３０は、注意動作を行わ
ない回数が増えるにつれ、軽度、中度、重度、等のように視野異常をレベル別に推定する
。
【００９１】
　このようにすることで視野異常を詳細に推定することができる。
【００９２】
　また、上記実施の形態では、注意動作を行わない回数に応じて視野異常を推定していた
が、本開示はこれに限定されない。例えば、急ブレーキや急ハンドル等を行った回数等、
注意対象に気付くのが遅れたことに起因する他の運転動作に基づいて視野異常を推定して
も良い。
【００９３】
　また、推定部１３０は、運転者が注意動作を行わない回数を、運転者が注意動作を行う
タイミングに応じて点数化して、点数化したスコアに応じて視野異常を推定しても良い。
【００９４】
　例えば、運転者が行う注意動作がブレーキペダルを踏むことにより車両１を減速させる
ことであるとする。点数は、例えば、所定の減速位置で運転者が車両１を減速させた場合
の点数を０点とし、所定の減速位置を過ぎた秒数が多くなるほど点数を増加させるように
設定されるとする。また、点数は、車両１を減速させずに注意対象を横切るような、注意
動作を全く行わない場合を５点（最高点）に設定されるとする。
【００９５】
　所定の減速位置は、安全性が十分に確保された位置等、車両１の初期速度と平均減速度
に応じて決定される。また、所定の減速位置は、その他、公知の方法等、様々な方法で決
定されても良い。
【００９６】
　そして、推定部１３０は、点数化したスコアを累積していき、累積されたスコアが所定
値以上になると視野異常であると推定する。所定値は、視野異常の可能性が比較的高いと
判断され得る値であり、ユーザー（運転者等）の年齢、ユーザーの視野異常に関する情報
（病院からの診断結果等）、車両１の走行時間等に応じて適宜設定可能である。
【００９７】
　このようにすることで、運転者が注意動作を行わない振る舞いに重み付けを付けること
ができるので、より細かに視野異常を推定することができる。
【００９８】
　また、上記実施の形態では、報知部１４０による報知装置３０への指令によって、運転
者に注意喚起を行っていたが、本開示はこれに限定されない。例えば、運転者に振動を伝
達するバイブレーション装置、運転者に送風する送風装置等、注意喚起を行っていること
を運転者が理解できるものである限り、どのような装置によって運転者に注意喚起を行っ
ても良い。
【００９９】
　また、上記実施の形態では、運転者が注意動作を行わない回数に基づいて視野異常を推
定していたが、本開示はこれに限定されない。例えば、視野範囲に注意対象が視認できる
と判定された総回数に対する、運転者が注意動作を行わない回数の割合等、運転者が注意
動作を行わない回数に基づくパラメータに基づいて視野異常を推定しても良い。
【０１００】
　また、上記実施の形態では、推定装置（車両制御ユニット）に報知部が設けられていた
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【０１０１】
　また、上記実施の形態では、推定装置に走行制御部が設けられていたが、推定装置が車
両制御ユニットに組み込まれていない場合、走行制御部が推定装置に設けられていなくて
も良い。
【０１０２】
　また、上記実施の形態では、走行制御部、判定部、推定部および報知部が車両制御ユニ
ットに組み込まれていたが、本開示はこれに限定されず、走行制御部、判定部、推定部お
よび報知部が別々に設けられた構成であっても良い。
【０１０３】
　その他、上記実施の形態は、何れも本開示を実施するにあたっての具体化の一例を示し
たものに過ぎず、これらによって本開示の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないも
のである。すなわち、本開示はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することなく、
様々な形で実施することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本開示の推定装置は、運転者の視野異常を正確に推定することが可能な推定装置および
推定方法として有用である。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　車両
　１０　視野検出装置
　２０　注意対象検出装置
　３０　報知装置
　４０　認証装置
　５０　安全装置
　６０　表示出力装置
　７０　集音装置
　１００　車両制御ユニット
　１１０　走行制御部
　１２０　判定部
　１３０　推定部
　１４０　報知部
　１５０　特定部
　１６０　表示指令部
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